
【1】 
 

一般社団法人日本液晶学会 2016 年度第 4 回理事会議事録 

日時：2017 年 1 月 21 日（土曜日）13:00～17:00 

場所：国際文献社会議室（江戸川橋） 

出席：加藤 隆史、石原 將市、尾﨑 雅則、石川 謙、平岡 一幸、高橋泰樹，松山 明彦、

尾崎良太郎，物部 浩達、浦山 健治、徳久博昭，宇佐美 清章 

事務局：鈴木美保子（国際文献社） 

欠席： 内藤 裕義、鈴木 成嘉以上、敬称略 

 

議事 

定刻になり、会長挨拶に引続き、議事が行われた。 

 

総務委員会  

 [報告事項] 

１．会員動向につき、資料を含めての説明が行われた。 

２．代議員公募、役員公募，名誉会員推薦、学会賞公募に関するメール配信（1 月 5 日）お

よび Web 掲載を行った旨の報告がなされた。 

３．第 3 回理事会以降のメール審議の結果が報告された。 

(1)液晶学会誌在庫処分の件（2016 年 12 月 10 日） 

大昭和印刷に保管している液晶学会誌在庫について、2016 年末に各号 30 冊を残し処分

し、2017 年に公益性のある希望する組織への実費配布を行った後に学会保管分（2冊ず

つ）を残し処分することが承認された。 

(2)第 1 回『光の日』合同シンポジウムの協賛承認(2017 年 1 月 12 日) 

2017 年 3 月 8 日に開催される第 1 回『光の日』合同シンポジウム（主催：日本学術振

興会光エレクトロニクス第 130 委員会）の協賛依頼を認めることが承認された。 

 

[審議事項] 

１．協賛受付の Web 表記について 

他組織からの協賛依頼に関して、日本液晶学会の経済的負担の有無のみの確認を行っ

ていたのを、特に内容を定めず負担の有無の確認を行うことに改めた。 

２．2017 年度役員数について、ILCC2018 との連携も考慮し、行事担当理事を 2 名とす

ることとなった。 

 

財務委員会 

[報告事項] 

１，2016 年度会計の収支中間報告がなされた。 

[審議事項] 
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１，2018 年液晶国際会議（ILCC）に対する準備金の支出について 

ILCC の準備の当座の運用費用として、国際学術基金から 200 万円を提供することが

認められた。 

 

編集委員会 

[報告事項] 

１，液晶学会誌の発行 

10 月 25 日付で液晶学会誌 Vol.20、No.4 が電子ジャーナルとして出版されたとの報告

がなされた。 

２，20 周年記念出版の進捗報告が行われた。 

３，Chemical Abstracts への電子ジャーナル閲覧 ID の発行が報告された。 

[審議事項] 

１，日本液晶学会著作権規程の制定について 

日本液晶学会著作権規程の原案が提示され、原案どおりに承認された。 

２，フォーラム研究会資料の電子アーカイブ化について 

フォーラム研究会等の資料の学会内での活用のために、著者に電子アーカイブ化の許

可を依頼することに関して議論が行われ、学会としてのデータの使用範囲などを具体

的に定めた上で、改めて審議を行うこととなった。 

３，学術著作権協会への業務委託について  

海外等からの著作使用用にともなう入金の受取りに関する業務委託を学術著作権協会

へ行うことが認められた。 

４，20 周年記念発行物について 

  編集作業を編集担当理事が行い、オンデマンド印刷を用いての少部数での印刷費を抑

えての出版を行う旨が報告され認められた。 

５，J-stage への討論会原稿のアップに関して 

討論会予稿のデータを J-Stage にアップロードするために必要とされる作業に関し

て、委託の経費負担を考え当面は委託せずに情報委員会で作業を行うこととなった。 

 

情報委員会 

[報告事項] 

１， [JLCS-information]の配信などが報告された。 

２， Jlcs.jp サーバの更新が報告された。 

３， J-stage への予稿集登載が報告された。 

４， 液晶討論会予稿集の ISSN の取得が報告された。 

５， 電子ジャーナル液晶の目次・書誌頁の英語化作業の進捗状況が報告された。 
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[審議事項] 

1，情報委員会規則の以下の改定が承認された。 

・委員長、副委員長を「理事を持って充てる」→「本会会員から担当理事が選考」 

・任期について、「再任を妨げない」の文言を追加。（日本液晶学会細則の第 2 章委員会 

第 11 条に準拠した） 

 

行事担当 

[報告事項] 

１，液晶討論会、講演会の進捗状況について 

液晶討論会の日程が 12 日に交流会、13 日から 15 日が討論会、ポスターは 13 日とな

ることが報告された。また、使用会場に関しての説明が行われた。交流会について

は、名称も含めての検討状況が報告された。 

２，20 周年記念事業について 

清水前会長に一任している 20 周年記念事業委員会の進捗報告がなされ、また、藤掛

前副会長によるディスプレイ関連講演会の企画案が紹介され、20 周年記念事業委員会

の行事として行うことが確認された。 

 

[審議事項] 

１，液晶学会討論会の弘前大学との共催について 

2017 年の討論会について弘前大学との共催とすることが認められた。 

２，2018 年以降の開催場所について引続き検討を行うことが確認された。 

3，学生対象の新規賞の設立について 

虹彩賞とは独立に学生を対象としたポスター発表賞の設立が検討された。また、学生

を対象とした口頭発表を対象とする賞に関しては今後の検討課題とすることが確認さ

れた。 

 

 

国際・研究 

[報告事項] 

１，関連する国際会議の状況報告が行われた。 

２，フォーラム活動計画および、サマースクールの状況が報告された。 

３，前回理事会での審議に基づくフォーラム開催マニュアルの一部改訂が報告された。 

 

[審議事項] 

１，学会ロゴのフォーラム活動における使用について 

学会ロゴ使用に関しては、学会内行事について、特に許諾申請なしに使用できるもの
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とし、学会 Web 上でロゴを取得できるようにすることとなった。また、協賛等の申請

を受付けた外部団体からの依頼については担当理事レベルで判断することとした。 

 

 

その他 

[報告事項] 

代議員選定委員会、役員選考委員会、学会賞委員会の進捗状況の報告がなされた。 

 

以上で審議を終え 16:45 分に閉会した。 

 

 

 


